
意 匠 の 新 規 性 喪 失 の 例 外 規 定 の 適 ⽤ を 受 け る た め の 証 明 書  

１ ． 公 開 の 事 実  

①  ウ ェ ブ サ イ ト の 掲 載 ⽇      ⽇ 付 を 記 ⼊  

②  ウ ェ ブ サ イ ト の ア ド レ ス   

 URL を 記 ⼊  

③  公 開 者         名 前 を 記 ⼊  

④  公 開 意 匠 の 内 容     名 前 を 記 ⼊ が 、上 記 ア ド レ ス の ウ ェ ブ サ イ ト に 、名 前

を 記 ⼊ が 創 作 し た 意 匠 に 係 る 物 品 名 を 記 ⼊ の 意 匠 を 掲 載 し た 。 (別 紙 参 照 ) 

 

２ ． 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 の 承 継 等 の 事 実  

①  公 開 意 匠 の 創 作 者    名 前 を 記 ⼊ (住 所 ・ 居 所 を 記 ⼊ ) 

②  意 匠 の 公 開 の 原 因 と な る ⾏ 為 時 の 意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 （ ⾏ 為 時

の 権 利 者 ）         名 前 を 記 ⼊  

③  意 匠 登 録 出 願 ⼈ (願 書 に 記 載 さ れ た 者 ) 

名 前 を 記 ⼊  

④  公 開 者         名 前 を 記 ⼊  

⑤  意 匠 登 録 を 受 け る 権 利 の 承 継 に つ い て  

 公 開 の 事 実 に 記 載 の 公 開 ⾏ 為 に よ り 公 開 さ れ た 意 匠 は 、 名 前 を 記 ⼊ に よ っ て 創

作 さ れ た も の で あ り 、 そ の 後 ⽇ 付 を 記 ⼊ に 名 前 を 記 ⼊ が 意 匠 登 録 出 願 を ⾏ っ た 。  

⑥  ⾏ 為 時 の 権 利 者 と 公 開 者 と の 関 係 等 に つ い て （ ⾏ 為 時 の 権 利 者 の ⾏ 為 に 起 因

し て 、 公 開 者 が 公 開 し た こ と 等 を 記 載 ）  

 ⾏ 為 時 の 権 利 者 で あ る 名 前 を 記 ⼊ ⾃ ら 、 意 匠 に 係 る 物 品 名 を 記 ⼊ の 意 匠 に つ い

て 、 公 開 の 事 実 に 記 載 の と お り 公 開 を ⾏ っ た 。  

 

上 記 記 載 事 項 が 事 実 に 相 違 な い こ と を 証 明 し ま す 。   

⽇ 付 を 記 ⼊  

出 願 ⼈  名 前 を 記 ⼊  

  



意 匠 の 新 規 性 喪 失 の 例 外 規 定 の 適 ⽤ を 受 け る た め の 証 明 書 (別 紙 )  
 

こ こ に で っ か く ツ イ ー ト の ス

ク リ ー ン シ ョ ッ ト を 貼 り ま し

た 。  


